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経営支援

商工会議所への
加入理由

～経営上のあらゆるご相談の総合窓口として～
　加古川商工会議所は、地域の総合経済団体として１９５２年（昭和27年）
に設立され、令和６年現在で2,800を超える事業所の方々にご加入頂いてお
ります。今月の特集では、商工会議所の事業内容を幅広くご紹介いたします。
今までご利用がなかった会員さんも是非、この機会にお気軽にご相談や、様々
なサービスをご利用いただければ幸いです。

～経営上のあらゆるご相談の総合窓口として～

　直近の入会状況では「税務相談」、
「補助金相談」、「融資相談」を含む、
各種相談での件数が最多の加入理由
となっています。　　　　　　　　
　　　　　

商工会議所に経営相談をきっかけに入会しました！

事業活動のお悩みごとに商工会議所の共済・保険制度がご利用できます！

経営支援

一度、窓
口に

お越し
くださ

い！

・事業所名
　C‐STORE
・事業所住所
　加古川市加古川町
　寺家町368
・事業内容
　コストコ商品再販店

Q1．どういった内容の相談をしましたか？
　加古川市の「空き店舗等活用支援事業補助
金」の利用にあたって、創業計画書の作成や
要件に不備がないか等の相談をしました。ま
た、店舗の火災保険のことや融資についてな
ど、創業全般の相談もさせてもらいました。
Q2．商工会議所を利用するメリットは？
　利用しようしていた補助金以外の情報も教
えてもらったり、気軽に相談出来るところが
メリットだと思います。
Q3．事業所の紹介やPR等ありましたらどうぞ！
　コストコの商品を取り扱っていますが、会
員証は不要です。一部商品は小分けして販売
していますので、量が多くて買いづらいとい
う方も安心です！
　デリバリーサービスや入荷リクエストも可
能ですので、LINE公式アカウントより是非ご
連絡ください！

・事業所名
　羽原塾　加古川校
・事業所住所
　加古川市加古川町河原
　240－1 HIビル2階
・事業内容
　幼児から高校生を対象
　とした学習塾

Q1．どういった内容の相談をしましたか？
　開業届を出した日に相談に行きました。右
も左も分からない中で、創業計画書の書き方
や補助金について情報をもらい、その後「小
規模事業者持続化補助金」の申請サポートを
頂きました。
Q2．商工会議所の会員の魅力やメリットは？ 
　相談することで不安が軽減され、後押しし
てもらったことや、補助金などの情報や事業
計画に対する気づきをもらえたことです。
Q3．事業所の紹介やPR等ありましたらどうぞ！
　元消防士で、消防学校の教官時代の指導経
験などから生徒のやる気を引き出します！授
業は生徒一人一人に合ったカリキュラムを作
成し、講師とタブレット端末の映像のダブル
の個別授業スタイルです。定額で「通いホー
ダイ」ですので、オーダーメイドの時間割で
通塾することも可能です！お気軽にお問い合
わせください。　　　　　　　　　　　　
（☎０７９－４４０－６８６０）　　　　　

Tips

　商工会議所は、経営者の身近なパ
ートナーです。資金繰りの相談や税
務相談、補助金相談から保険制度等
を利用したリスク対応まで、事業活
動を幅広く支援します。創業から転廃業までステージに応じた支援の実施！

　創業時や、初めての融資を受ける際の事業計画書の
作成方法や、開業にあたっての諸手続きなどのご相談
にも応じています。また新事業展開に係る公的融資制
度・補助金の相談から、事業承継や転業・廃業にかか
るご支援も行います。
　また、独立開業を目指す方や創業して間もない方、
経営者同士のつながりが欲しい方などを対象に「かこ
がわ創業塾」を開催しています。今年度は８月31日
㈯から全４回のセミナーを行います。詳細については、
当所ＨＰより内容等をご
確認の上、お申し込みく
ださい。
（昨年度の創業塾の様子）

参加者同士で交流や意
見交換も積極的に行え
ます　　　　　　　　
　　　　　　

経営指導員だけでなく、専門家に
よる各種無料専門相談も活用でき
ます！
　より専門的な課題解決のお手伝
いをするために定期的に弁護士や
税理士、社会保険労務士等の専門
家や各関係機関による無料専門相
談を行っております。詳しい日程
等については、P5に掲載のQRコ
ードより当所HPをご確認ください。
　いくつか事業保険に入っ

ているが、内容に重複や
漏れがないか心配。　

福利厚生の充実も兼ねて、
従業員のために退職金を
積立てたい。

節税対策もしつつ、将来
の備えを考えたい。

賠償責任リスクの補償、事業休業の補償、財産・
工事に関わる補償が一本化されている『ビジネス
総合保険制度』がオススメ！

掛金は、全額損金（必要経費）で計上可能で、従業員
一人につき月額1,000円から30,000円まで1,000
円刻みで設定可能な『特定退職金制度』がオススメ！

掛金は全額が所得控除となり、経営者のための退
職金を積立できる『小規模企業共済』がオススメ！
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各種相談 交流・団体加入等 共済・保険加入 紹介・加入勧奨 その他事業利用


